
平成１６年度１１月補正予算（案）

主 要 事 項 説 明 資 料

商 工 部



主 要 事 項 説 明 資 料 目 次

商 工 部

ﾍﾟｰｼﾞ 事 業 名 担 当 室

１ 中 小 企 業 緊 急 特 別 融 資 対 策 事 業 費 金融・組合室

２ 観 光 キ ャ ン ペ ー ン 特 別 対 策 費 観光・商業室



平成１６年度 １１月補正予算案主要事項説明
商 工 部

中小企業緊急特別融資対策事業費事 業 名

６，０００，０００千円（預託金） 新 規予 算 額 新規・継続の別

「台風第２３号非常時緊急融資」の創設◆

、 、台風第２３号により被害を受けた中小企業者等に対して 金融機関等の協力を得て

災害復旧のために必要な資金（運転資金・設備資金）を融資する低利、固定、長期の

特別融資を創設。

本融資活用のメリット

金利は年 ％の固定、融資期間は 年（うち据置期間２年）という府制

△

１．０ １０

度融資の中でも非常（最高）に有利な融資条件となっており、借入時の負担

や月々の返済額の軽減を図ることが可能。

特に経営基盤の脆弱な小規模企業者に対しては、｢小規模企業おうえん融資｣

△

等の利用状況にかかわらず、新たに無担保・無保証人で 万円の利用が１，０００

可能（ただし、無担保保証枠 万円の範囲内）８，０００

セーフティネット保証の適用を受ける特定中小企業者の方は、一般の保証事 業 内 容

△

枠が既に一杯となっている場合も、別枠で利用が可能。
目 的

対 象

融資概要方法等

台風第 号に係る市町村長が発行する被災証明を受けた方◎融資対象要件 ２３

２００億円◎融 資 枠

◎融 資 条 件

小規模企業者向け 中小企業者・組合向け
資 金 区 分

＜無担保・無保証人＞ ＜ 無 担 保 ＞

資 金 使 途 運転資金、設備資金

融資期間等 １０年以内の均等月賦返済、必要に応じ２年以内の据置可

融 資 利 率 年１．０％（固定金利）

１，０００万円 ８，０００万円
融資限度額

※セーフティネット保証の適用を受ける場合は、別枠での利用可

保証協会の保証が必要 保証協会の保証が必要

担保･保証人 保証協会に対しては、無担保・無 保証協会に対しては、保証人が

保証人 必要（ ）法人代表者の連帯保証も不要

実 施 期 間 平成１７年３月末まで

※信用保証料は、京都信用保証協会の協力により ％に引き下げて実施０．９

金融・組合室 金融担当 075-414-4822担当課・係名 課･係直通電話番号

商工－１



平成１６年度 １１月補正予算案主要事項説明
商 工 部

観光キャンペーン特別対策費事 業 名

２，０００千円 新 規予 算 額 新規・継続の別

１ 趣 旨

台風第２３号の影響により、丹後地域の観光に大きな影響を受けたところか

ら、積極的な観光振興を図るため、冬の観光シーズンに向けたＰＲイベント等

を行う。

今回は、カニ漁解禁（11/6）後の誘客に特化したキャンペーンを実施する。

２ 事業内容

・天橋立プリンセスを活用したキャンペーンの実施

（観光パンフレット等の配布、カニカニクイズ等）

・キャラバン隊による観光ＰＲの実施

・旅行エージェント、マスコミ等を訪問し協力依頼

事 業 内 容

目 的

３ 事業主体対 象

方法等

丹後広域観光キャンペーン協議会

４ 実施時期及び場所

平成１６年１１月２０日（土 、２１日（日）に大阪市内で実施予定）

観光商業室 観光担当 075-414-4837担当課・係名 課･係直通電話番号

商工－２




